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随時、 政策法制担当と 条

例内容について調整を行

う 。

・ 主管課で条例審査

をする 。 審査の際、

係内で読み合わせを

行う 。

・ 主管課決裁

・ 従来起案していない議

決事項についても 起案

（ A決裁） をする。

・ 起案内に議案と なる こ

と を明示する。

・ 主管課で議案審査をす

る。 審査の際、 係内で読

み合わせを行う 。

政策法制担当で

例規審査を行う 。

政策法制担当で

文書審査を行う 。

備考

１ こ のスケジュールは、 議案を議会に上程するに当たり 、 円滑に議案審査等の事務を行う ための目安と なるスケジュールを示したも のである 。 したがって、

当該スケジュールよ り 前倒しで議案の準備をするこ と は、 差し支えない。

また、 諸般の事情により やむを得ず、 こ のスケジュールよ り 議案の準備が遅れる場合においては、 主管課長は、 10月16日（ 水） までに政策室長に協議を申

し入れ、 代替するスケジュール案を示すこ と 。

２ 条例案については、 主管部長及び主管課長と あら かじめ調整の上、 条例の上程について政策法制担当職員に事前に相談していただく よ う お願いし ます。


